
(2) 自閉式上吊り引戸装置の性能は、特記による。特記がなければ、表 16.10.1により、適用す

る戸の質量に応じたものとする。 

 

表 16.10.1 自閉式上吊り引戸装置の性能等 

適用戸の総質量 (注) (㎏)  40 以下 40 を超えるもの 

手動開き力     (N)  15 以下 20 以下 

手動閉じ力     (N)  15 以下 20 以下 

閉じ速度の調整 
ストッパー若しくは一時停止装置又は自動閉鎖時間の調整機能をも

つこと。 

制動区間 閉り際で明らかに減速すること。 

開閉繰返し 

20 万回の耐久試験で、上吊り機構、振れ止め機構、自閉装置及び制

御装置に異常がないこと。 

なお、自閉装置及び制御装置は、10 万回を超えた後、１回の調整を

行うことができるものとする。 

耐衝撃性 １回の衝撃で有害な変形がなく、開閉に支障がないこと。 

 (注) 総質量は、レール１本に掛かる値とする。 

 

(3) (2)以外の性能は、自閉式上吊り引戸装置の製造所の仕様による。 

16.10.4 工法 

(1) 引戸装置は、戸の質量に耐えるよう建具枠等に堅固に取り付ける。 

(2) (1)以外の工法は、自閉式上吊り引戸装置の製造所の仕様による。 

 

11節 重量シャッター 

16.11.1 一般事項 

(1) この節は、建築物に使用する内のり幅 8.0m以下、内のり高さ 4.0ｍ以下の重量シャッターに

適用する。 

(2) この節に規定する事項以外は、JIS A 4705 (重量シャッター構成部材) による。 

16.11.2 形式及び機構 

(1) シャッターの種類は、JIS A 4705に基づく管理用シャッター、外壁用防火シャッター、屋内

用防火シャッター又は防煙シャッターとし、適用は特記による。 

(2) 外壁開口部に設ける重量シャッターの耐風圧強度は、特記による。 

(3) 開閉方式は表 16.11.1により、種類は特記による。特記がなければ、電動式 (手動併用) と

する。 

 

表 16.11.1 重量シャッターの開閉方式 

種 類 
巻取りシャフトの

駆動方法 
操 作 手動時の操作 

電動式 

(手動併用) 

ローラーチェーン

又は歯車による。 

押しボタンスイッチ等による巻

上げ、降下及び停止 

鎖による巻上げ (クラッチ付き)  

又はハンドルによる巻上げ、 

降下用ひも等による自重降下 

手動式 
ローラーチェーン

又は歯車による。 

鎖による巻上げ（クラッチ付き） 

又はハンドルによる巻上げ、 

降下用ひも等による自重降下 

─ 
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(4) 安全装置 

(ｱ) 電動式シャッターは、不測の落下に備えた急降下制動装置又は急降下停止装置を設けるも

のとし、設置箇所は特記による。 

(ｲ) 電動式シャッターは、降下中に障害物を感知した場合、自動的に停止する機能を有する障

害物感知装置を設けるものとし、設置箇所は特記による。 

(ｳ) 煙感知器連動機構若しくは熱感知器連動機構又は手動閉鎖装置により閉鎖する屋内用防火

シャッター若しくは防煙シャッターには、次の(a)、かつ、(b)による危害防止機構を設ける

ものとし、設置箇所は特記による。 

(a) 危害防止装置 

感知器の作動又は手動閉鎖装置の操作によってシャッターカーテンが自動降下中に、人

などの障害物を感知したとき、シャッターカーテンの降下が直ちに停止するか、又は直ち

に停止後、反転上昇して停止させ、人などの障害物がなくなると、再びシャッターカーテ

ンが降下を開始し、完全に閉鎖するものとする。 

(b) 「防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件」 (昭和 48年 12月 28日 建設省

告示第 2563号) に定める基準に適合するもの。 

(5) スラットの種類は、インターロッキング形とする。ただし、防煙シャッターの場合は、「防火

区画に用いる遮煙性能を有する防火設備等の構造方法を定める件」 (昭和 48年 12月 28日 建

設省告示第 2564号) に基づく遮煙性能試験に合格するものとする。 

(6) 外壁用防火シャッター、屋内用防火シャッター及び防煙シャッターには、シャッターケース

を設ける。 

 なお、管理用シャッターのシャッターケースの設置は、特記による。 

16.11.3 材料 

(1) スラット及びシャッターケース用鋼板はJIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) 又はJIS 

G 3312 (塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) に基づき、鋼板の種類及びめっきの付着量は特記

による。特記がなければ、めっきの付着量は Z12又は F12を満足するものとする。 

(2) 次の箇所は、16.6.3(1)のステンレス鋼板とする。 

(ｱ) ガイドレール及びまぐ
・ ・

さ
・

 

(ｲ) 外部に面する箇所に用いる場合の座板又は座板のカバー 

(ｳ) 外部に面する箇所に用いる場合のスイッチボックス類のふた 

(3) スイッチボックス類のふたは、錠付きとする。 

16.11.4 形状及び仕上げ 

(1) 鋼板類の厚さは、表 16.11.2による。 

 

表 16.11.2 重量シャッターに使用する鋼板類の厚さ  

部 材 形 式 厚  さ(㎜) 

ス ラ ッ ト ─ 1.6 

シ ャ ッ タ ー ケ ー ス ─ 1.6 

ガ イ ド レ ー ル 
埋込み形 1.5 

露出形 1.5 

ま ぐ さ ─ 1.5 

ア ン カ ー (注)１ ─ 2.3 

ステンレス取付け用鋼材 ─ 1.6 

 (注) １．アンカーに代えて、通しものの補強裏板(1.6 ㎜)とすることができる。 

２．強度上必要な場合は、板厚を増す。 
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